
第1回
「派遣先均等・均衡方式と

労使協定方式の概要」

大阪労働局需給調整事業部
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派遣労働者の同一労働・同一賃金
オンラインセミナー

10:30～開始です。

参加者名を許可番号に変更してお待ちください。



２０２０年４月１日

改正労働者派遣法（同一労働同一賃金）の
施行日

派遣労働者の同一労働同一賃金

施行日

大阪労働局需給調整事業部
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均衡待遇の確保のための考え方

労働者派遣法
第３０条の３

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与そ
の他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に
雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働
者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の
変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇
を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合
理と認められる相違を設けてはならない。

派遣労働者の同一労働同一賃金

大阪労働局需給調整事業部
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均衡待遇の確保のための考え方

労働者派遣法
第３０条の４

派遣元事業主は、厚生労働省で定めるところにより、労働者
の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組
合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては
労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その
雇用する派遣労働者の待遇について、次に掲げる事項を定めた
ときは、前条の規定は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働
者の待遇については、適用しない。

派遣労働者の同一労働同一賃金

大阪労働局需給調整事業部
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派遣先均等・均衡方式

労使協定方式

いずれかにより
待遇確保

派遣労働者の同一労働同一賃金

待遇決定方式

大阪労働局需給調整事業部
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基本給

賞与

昇給教育訓練

慶弔休暇

福利厚生

安全衛生

通勤手当・
住宅手当等

すべての待遇

派遣労働者の同一労働同一賃金

対象となる待遇

大阪労働局需給調整事業部
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派遣労働者の同一労働同一賃金

派遣労働者の待遇決定における二つの方式

大阪労働局需給調整事業部
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派遣労働者の同一労働同一賃金

待遇決定方式

厚生労働省ホームページに掲載

大阪労働局需給調整事業部

選択している待遇決定方式
選択の割合
(N=329)

派遣先均等・均衡方式 7.9%

労使協定方式 88.8%

併用 3.3%

労働者派遣事業報告書に添付される労使協定書の賃金等の
記載状況について（一部事業所の集計結果（令和５年度））

１ 選択している待遇決定方式

およそ９割の

事業所が

労使協定方式
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派遣先均等・均衡方式の概要

派遣元 派遣先

派遣先の通常の労働者

派遣先均等・均衡方式

派遣労働者

均
等
・
均
衡

大阪労働局需給調整事業部
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労働者派遣法
第２６条第７項

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第１項の規
定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、
派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当
該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対
象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省
令で定める情報を提供しなければならない。

派遣先均等・均衡方式

大阪労働局需給調整事業部
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比較の対象となる労働者

派遣元 派遣先

待遇情報の

提供
待遇情報

派遣労働者の
待遇決定

派遣先の労働者

比較対象労働者

比較対象労働者

大阪労働局需給調整事業部
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比較対象労働者の「選び方」

① 職務の内容＋人材活用の仕組
が同じ通常の労働者

② 職務の内容（業務の内容＋責任
の程度）が同じ通常の労働者

③ 業務の内容o r責任の程度
が同じ通常の労働者

④ 人材活用の仕組が同じ通常の
労働者

⑤ ①～④までに相当する

短時間・有期雇用労働者

⑥仮想の通常の労働者

派遣先の労働者

比較対象労働者

大阪労働局需給調整事業部
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比較対象労働者の情報の「記載例」

比較対象労働者

大阪労働局需給調整事業部
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比較対象労働者の情報の「記載例」

比較対象労働者

大阪労働局需給調整事業部
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３．待遇の内容等 

（１）比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容（昇給、賞与その他の主な待遇がない場合に

はその旨）【則第 24 条の４第１号ハ関係】 

（２）比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び待遇を行う目的【則第 24 条の４第１号

ニ関係】 

（３）待遇のそれぞれを決定するに当たって考慮した事項【則第 24 条の４第１号ホ関係】 

 

（待遇の種類） 

（ 待 遇 の

内容） 

（待遇の性質・目的） （待遇決定に当たって考慮した事項） 

 

① 基本給 

20 万円 

／月 

・労働に対する基本的な対

償として支払われるもの 

・労働者の能力の向上のた

めの努力を促進する目的 

・長期勤続を奨励する目的 

能力・経験、勤続年数を考慮 

能力・経験：定型的な販売業務の処理、ク

レーム対応が可能 

勤続年数：１年目（入社後４か月） 

 

② 賞与 

40 万円 

／年 

・会社の利益を分配するこ

とによって、社員の士気を

高める目的 

基本給額、支給月数により算定 

個人業績に係る評価を考慮 

個人業績：Ｂ評価（「特に優秀」、「優秀」、

「普通」の三段階評価の中評価） 

 



比較対象労働者の情報を提供しなかった場合

派遣元

法第26条第９項違反

派遣先

法第26条第７項違反

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により労働
者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が
従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報そ
の他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。

派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受けようと
する者から第七項の規定による情報の提供がないときは、
当該者との間で、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従
事する業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。

比較対象労働者

大阪労働局需給調整事業部
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派遣先均等・均衡方式

均等待遇・均衡待遇の意味

均等待遇

待遇をイコールに

均衡待遇

待遇をバランスの
とれたものに

＝

大阪労働局需給調整事業部
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均衡待遇の確保のための考え方

均
衡
待
遇
の

３
考
慮
要
素

１職務の内容
業務の内容＋責任の程度

２人材活用の仕組み
（職務の内容の変更の範囲・配置の変更の範囲）
転勤の有無、職種の変更、昇進など

３その他の事情
職務の成果、能力、経験、合理的な労使の慣行、労使の交渉の経緯など

派遣先均等・均衡方式

大阪労働局需給調整事業部

個々の待遇ごとに性質・目的に照らして判断
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問題とならない例（食事手当）

労働時間の途中に食事のための
休憩時間あり
⇒食事手当あり

労働時間の途中に食事のための
休憩時間なし
⇒食事手当なし

派遣先の通常の労働者派遣労働者

派遣先均等・均衡方式

（例）
午後２時から
午後６時までの勤務

大阪労働局需給調整事業部

均衡待遇の確保のための考え方
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問題となる例（食事手当）

食事手当あり
（派遣先の通常の労働者より
低く支給）

食事手当あり

派遣労働者 派遣先の通常の労働者

派遣先均等・均衡方式

＜

大阪労働局需給調整事業部
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均衡待遇の確保のための考え方

同一労働同一賃金ガイドライン
（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）

いかなる待遇差が不合理なものであり、
いかなる待遇差は不合理なものでないのか、
原則となる考え方と具体例を示したもの。

派遣先均等・均衡方式

大阪労働局需給調整事業部
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労使協定書

労使協定方式

【労働者側】
過半数労働組合

or
過半数代表者

【使用者側】
派遣元

（派遣会社）
派遣労働者の
待遇決定

大阪労働局需給調整事業部
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労使協定方式

労使協定方式の趣旨

長期的なキャリア形成

大阪労働局需給調整事業部
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労使協定方式

リーフレット
過半数代表者の適切な選出手続きを

～選出するにあたっての５つのポイントを紹介します～

過半数代表者

大阪労働局需給調整事業部

適切な選出手続きを！
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労使協定はどんな内容でもよい？

労使協定書

労使協定方式

大阪労働局需給調整事業部
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① 派遣労働者の範囲（第１号）

② 一般賃金と同等以上の賃金（第２号イ）

③ 賃金の改善規定（第２号ロ）

④ 公正な評価規定（第３号）

⑤ 賃金以外の待遇の決定方法（第４号）

⑥ 教育訓練の実施（第５号）

⑦ 有効期間、一部に限定する理由、待遇決定方式の変更（第６号）

労使協定に定めないといけない事項

労使協定に定めないといけない事項
（労働者派遣法第30条の４第１項第１号～第6号）

労使協定に定めた事項を遵守していない場合は、労使協定方式は

適用されず、派遣先均等・均衡方式が適用
！

大阪労働局需給調整事業部
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協定対象派遣労働者の賃金

≦

一般賃金の額

世の中の通常の
労働者の平均額

派遣元の
派遣労働者の賃金額

同等以上

「一般賃金≦協定対象派遣労働者の賃金の額」
のイメージ

② 一般賃金と同等以上の賃金
労働者派遣法 第30条の４第１項第２号イ

派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的
な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となる
ものであること。

労使協定に定めないといけない事項

大阪労働局需給調整事業部
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① 通常の労働者と派遣労働者との間の不合理な待遇差を解消するた

め、 改正労働者派遣法が2020年４月１日に施行。

② 派遣労働者の待遇は以下のいずれかの方法で決定することが義務化。

・派遣先均等・均衡方式

・労使協定方式

③ 労使協定には、定めないといけない事項が決まっている。

おさらい

３つのポイント

大阪労働局需給調整事業部

派遣労働者の同一労働同一賃金
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ホームページへのアクセス方法

大阪労働局需給調整事業部
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参考資料

パンフレット 局長通達・Q&A・
労使協定イメージ等

点検・検討マニュアル

大阪労働局需給調整事業部
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職発0 8 2 7 第１号

令和６年８ 月2 7 日
各都道府県労働局長殿

厚生労働省職業安定局長

（ 公印省略）

令和７年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者
の保護等に関する法律第30条の４第１項第２号イに定める「同種の業
務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関
する法律」
（昭和60年法律第88号。以下「法」という。）により、派遣元事業主は、
派遣労
働者の公正な待遇を確保するため、派遣先に雇用される通常の労働
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ご静聴ありがとうございました。

以下の方法でアンケートを提出してください。

・Zoom退室時に表示されるアンケートを送信する。


